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当社子会社（創建ハウス㈱）の破産手続開始決定についてのお知らせ 
 
当社子会社（創建ハウス㈱）は、平成 20 年 8 月 29 日付で申立をいたしました破産手続

開始申立事件（平成 20 年（フ）16102 号）について、9 月 3 日付にて破産手続の開始決定

を東京地方裁判所より受けました。よって、下記のとおりお知らせいたします。 
 
株主様他ステークホルダーの皆様に対しまして、多大なるご迷惑をおかけしております

ことを深くお詫び申し上げます。裁判所により破産管財人として河野玄逸弁護士が選任さ

れましたので、今後は、破産管財人によって清算手続きが進められることになります。皆

様に多大なるご迷惑をお掛けする至ったことを重ねてお詫び申し上げますとともに、これ

まで多くのご支援をいただきましたことを心より感謝申し上げます。 
 

記 
 
１．破産手続による今後の予定 
 ①破産管財人                

東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 22 号赤坂ツインタワー本館 15 階  
河野法律事務所 弁護士 河野玄逸 

 ②債権届出期間       平成 20 年 10 月 1 日まで 
 ③財産状況報告集会・計算報告集会・ 

破産手続廃止に関する意見聴取のための 
集会の各期日  平成 21 年 1 月 8 日午後 3 時 

 ④債権調査期日  平成 21 年 1 月 8 日午後 3 時 
 

以上 


